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国土 ｌｊ用計画法の． らい

土地は現在から将来までのｍＲ全体のための限ら

れた資３、であり 生活のる盤です。

一人の大が土地を利ＪＩすれば、地域の大湊の生活

や自然環境にも影響があるので、自 白ヽ勝手な土地利

ＪＩ は、 Ｊｉ］り の大湊や将来の人参にまで迷惑をかける

こと になるかもしれません。

土迦は麑域全体の住みやすさや自然環境とのＳｉ口

などを考えて、適正に利ＪＩすることが大ｔＪＪなのです。

このため、ｍ土利ＪＩ計画法では、 乱開発や無秩序

な土丿七利只１を防止するために一定面積な上の大規

模な土地のＲＳＩ をしたときは、都道府県などにその

利ＪＩ目的などを■けは１ることと しています。

そして、 都ｌｌ府県などは、Ｓけ串を審まし、様４

届ｌの

な土ｊセ利ＪＩに関する計画に回ら して、Ｓ出を した方

に対し、 適工Ｅな土地利Ｊ≡目 を図るために必要な勧告や

幼君をすることができます。

これは、 例えば大規模な土地ｌｌ又５１ をした後には、

工場跡ｔｔｈ に商業施ａを建てたり 、Ｌ」』林を 「回発して宅

ｊセをま成するなど、 ■ぶｉ七城に与える影響が大きい

場合があるか らです。

このよう に、 ｍ土手｜ＪＪ≡目計画法の 「ｉ出制度」 には、

土地利用をする方４に対し、土地取ＳＩ という早期の

段階から計画に従った適ｍな土地利用をお願いする

こと によ り、 快適な生活環境や暮ら しやすい地城づ

くり を推進する役割があり ます。

な土地　 ｉＥＩ　Ｉ

次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必Ｒです。

取ｉｌｌ　ｌの形態

○売買　　　　○代物弁済　　　○現物胝資

○交換　　　　○共有持恍の譲渡　Ｏ兎位譲渡

○営業譲渡　　○地上権 ・賃借権の設定・ 譲渡

○譲渡担保　　○予約完結権 ・買戛権等の譲渡

○信Ｒ受益権の譲渡　○第三者のためにする契約

（※これらの１へ又５ １の予約である場合も含みます。）

ｌｌ又ｉＥＩ　Ｉの規模 （Ｓ積要件）

①市祖ｉイヒ区域
（鬼北ｍでｒ には該当 ［ｇ域な し］

②「①」を翫く都市計画区域
（鬼北Ｆｒ： 近永 ・芝 ・永ｌ予市・ 中野 ＪＩ ＼・

奈良 （下 ・中 組） ・ｍ 遠・ 清延

内深 日ヨ ・奥 目）

③が市１－・［Ｚ域ｘｊ、夕ｉヽの［Ｚ域

２，０００Ｍ以上

５，０００ｒｒｉ以上

１０，０００祗以上

一団の土地取ｉＥＩ　Ｉ　（事ａｉｉｌの４台）

個４の・積はノｈさく ても、権利１１又得者（売買の場合であ

れば買圭）が権利を１１又得する土地の合計が左Ｅの面積

以、上と なる場合 （→ 「買 いの一回 」） には■ｍが必要ですｏ

買いの一団

１，１

ｅ
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売る人　 （土地）　 買う人

ｑヨ さん ー（い）

乙さんー （ろ）

丙さ ん　 （は）　　Ａさん
丁さんー （に）

Ｓ

（い 十ろ 十は 十に）と一定の面積

この よう な場合には届 は１が必要です。



手続の流

土地な１ に係る契約（予約を含む。 ）を した とき は、権

ｉｌ』１又得者（売Ｍの場合であれば買圭） は、 知事 （政令指

定都市の場合は市長） あて のＪｉけｉ書に必・な書類をぶ

付して、 契めを結んだ 日を含めて２ｊｌ ｒＢＩＵ Ｉ大］に 土ｊｉの所

在する市 ｌミＦ村役場へ届 けぱＳて くだ さい。【事後届ａｊ制】

・串を■けたタミロ事 （市Ｒ） は、 利ＪＩ目 白タ】について審査

を行 い、 公表 された土地利 ＪＩ に関 する計画 に適合しな

い場合、 ３週間（審査期回の延長通知があっ た場合に は、

契約 皿
　Ｒ
め
締
Ｓ
日
を
き
め
て
２

自
問
な
｛
四

届はＳ者

土地の権利１１又得者 （売買の場合で

あれば買圭）

届ｉ期限

契約締結日を含めて２週『ＭＩな肖

（事前Ｓｉの場合は異なります。）

届は１窓口

土地の所在する市町村の国土利用

計画法担当課

（鬼北ｌ ：建ａ課　都市Ｓ十‘ＩＫ 喩ヽｔ係）

送付

意見

Ｒお

６週間以Ｆメ９の延長された期間） Ｊｊ、内 に、 利ＪＩ目的の変ｊｌ

を勧告し、そのＥ。Ｅを求める こと があ りま す。

また、土地の利用 目的 につ いて、適ｊＥかつ合ミ的な土

地利用を 図るために必要な助言をするこ とがあり ます。　　 ’゛

なお、届ｉｍ紙は市Ｆｒ村のｍ土利ＪＩ計画法担当課（鬼

北ＦＦ： 建ａ課　都市計画・管ミ係）窓口も しく は、 鬼北ＦＦ

のホームページにあり ます。

利Ｊｉｌ 目白４］の

※勧告を しな い場合の

通知はＪ京則 として行

われません。

従わない嶌

審査 ※む表されている土がｌＪＲこ関する計画に
適合 しな い場合には勧告するこ とがあり

ます。

※勧告に従わない場合には公表する ことが

あり ます。

※適ｍかつ合ミ的な土

地利用を図るために

幼君することがあり

ます。

Ｊ１６はＳのポイ ント

主な■ｍ事項

①契か〕自乗きのＲも ・住所等

②Ｒか〕縦結年Ｊ１日

③土丿七の所在Ｒび面積

④土ｔに関する権１ｌｊのＳ５１１』ぶ１び

Ｆ大９容

⑤１４又４した土ｊｔのｉｌＪ ＪＩ 目白そ］

⑥土ｊセに関する権Ｍの対・の額

（詳 しく はＥ載例を参照して下さ

い。）

提ｉする書類

①Ｓ ぷ書 『ｉＥ扈Ｉ』 ２部）

②土ｊセ１１又Ｓ Ｉにイ奈るＲめ書の写し又

はこれに代わるその他の書類

③土兎の位慝．を回らかにした縮尺

５万分の １苟、上の地Ｅ図 （必要に

応じて）

④土地ぶびその付万のへ犬又を回ら

かに した縮尺 ５千分の １以上の

回面［市街化区域においては、住

宅丿七回等により③と兼Ｊｌｉ５］’）

⑤土兎のぞ状を回らかにした回面

⑥別紙「海外移住者の国内を絡先」

（届 ｉ人である権利１１又得者の住

所がｍ外の場合は、国内の連絡先

をＥ載したもの）

⑦その他（必きに応じて委任状等）



届ｉ　 しないと

法律で罰せられます。

土ｉ台Ｒｓ目こ係る契約（予約を含む。 ）を した 日を含めて

２皿苟、内にｓ串をしなかった り、 偽り の・ はｉ をすると 、　　＼
６ヶ Ｊ９１芻、下の懲役または１００万 Ｐヨな下の罰金に処せられます。

また、事前・出制においても、 ｉｉをせずに契約 （予約を含

む。 ）を した り、 偽り のｓ出をすると、 回様に罰せられます。

ご注意ぐ Ｆ
ＶＸが

＼Ｉ Ｑ゛
｀Ｊ　 １１　　４

纖　`１　“Ｉ

ｉダ

・ｊぺ勺匳

Ｘ

ぷ

爬

下Ｅの【Ｚ域が指定される と、 その【Ｘ域Ｆ大ｌ の土ｔｌｌ又ミＩ については契約（予約を含む。 ）締結前にｌｉが必・とな

ります。 この場合には、土ｊセの禾｜Ｊ ｙ目 目白刎こ加えて、 １へ又Ｓ Ｉ価格が著し く適ｊＥを欠く場合、 Ｒ５ １の中止又は変ｙを動

きするこ とがあり ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【事前ｉ ぱ１制】

注視区域 （愛媛リＲにおいては、戮在、 ｌｚ域指定はされていません）

地価が一定の期Ｍ 自に社会白そ］経済白タＪ事情の変動に照、らして；Ｆ目 当な程度を加えて上４ し、 又は上昇するお

それがあ り、 これによ って適ｍかつ合ミ白そ］な土ｉセｉｌＪ Ｊ≡目の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる［Ｚ

域と して、都道府県知事又は政令指定都市の長が指定した［Ｚ域

ぞ売 りの一回の土ｊセＲＳ Ｉも ＪＩＥ６ ｉが必要 にな りま す。

監視区域 （愛媛県においては、 戛在、ｌｚ域指定はされていません）

地価の急激な上昇又はそのおそれがあり 、これによって適ｊＥかつ合！ｌ白４１な±１ｔｈｌ ｌＪ ＪＩ の確保が困難となる

おそれがあると認められる区域として、 都道府県知事又は政令指定都市の長が指定した【Ｚ域

ＸＳ積・件は都道府県知事又は政令指定都市のＲが規只｜】で定める面積な上となり ます。

※ＪＩ！在指定されている監視ＩＺ域については、ホームページで回覧ができます。

Ｕ　Ｒ　Ｌ　：　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｌｉ ｔ． ｇｏ ．ｊ ｐ／ｃｏｍｍｏｎ／００１ ２０００５９ ．ｐｄｆ

※売りの一回の土ｊかなＳＩもＪｉ ｌ七が必Ｓになり ます。



新様式

様式第１ そ（法第 ２３条関係）

愛媛県夕日事 殿

上竟売買等届 ツ、書

琉土利芭籖画？た第２３条第１項の規定にぶづき、土曳売口等の契約を締結したことについて、
下記のとおり届け出ます。

記

１．契約 け９容に関する事項

契約年１日

瓦佑（伍人名 ）※１

（悵大の場合の代表者毟）

令和 ７年 ７　Ｊｉｌ　１　日～

様式が新しく なり ました。

届出年Ｒ日

市ぢ村ネ

ほ　 分　 所・ Ｍ・ 貸・ 信・ 他　　 単・・

受付 日・受理番号

処理日・処理番号

契約の種類口 所有権〔躄迄［□ 賃借権□ 信ａＥ受ＩＥ権　　］〕 の□ 移転 （□ ａ定）
‰胝人である権利収得者（譲受人）

｜　 傴覃希　 夕１ヽ　　佑
ｐ㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜皿 皿〃 皿㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜㎜－

区分　 ロ吼人　　 口羝入

譲受人住所※４
一

丁

国籍等・２　　　八名 （法人名 ）※１

□永住者又は　　※３
特別永住者　‘

業　　隻

口不動産業

口達数業

蒐盾藤ｙ厂‾・ｌ‾”‘’ ‘’‘゛¨’¨’¨’¨’¨……一一・‾‾‾一一一一一一‾‾“’……－口金融保険業
担售部署、担售希佑等 （伍入、 イ弋ミ又は悗介の場白のみＲｔ）　 口製ま］集

□商業

□ミ癇業

顛蕃脊”’‾‾Ｔ‾…………一一………”’……………”－－－－…－－一一一－－”… ロその他
淳二万デド１－－－……’－－………………………”－－－－…－－－－’－－－”…１

２． 上地に関する事項

①

②
　
　
③

④
　
　
⑤

所在 （市ぢ村名、 宇‾ｋび地番等）
上段 ：登記簿、下ａ： 住居表示

合計 筆　　けｔを含む徭出にイ鼻る土地の総筆な）

下段 現況

契約の相手方 （譲渡人）

｜　 氛覃考　 タト　　 …亘
自－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ㎜㎜ ㎜回 回回 罐－ ■■ ■■ ■■声

様式は建ａほもしくは、
＼鬼＝１ ヒＲＩ建ａほの
ホームページにあります。
嵜、１法 人の場合 は、 法人佑攷び代表者佑を記載

※２ 法大の４合は、その敷をに肖たって準拠した法令を鴨定した国をＥ載

※３ 日本国籍八クトで「永住者又は特加永往者」に該售する場合（個大に猫、る）
※４ 住所が海外の場合 は国 内の連絡先を別紙でを范

契サ 門言 で対豐敷

合計

ぢ）一筆の土まごとに記載する。をての筆をＲ載できない場合は、 緊途、上記項 目について提羝すること
注） 契加害の内容から一筆ごとに各項目 を記載できない４合は、現菰地 目ごと等の単位でまとめてＥ載
（その４合でも、 をての筆について加番等の所在を記載）
ｍｒｉ積、対価の額等を一筆ごと等にＥ哉できない場合はＪ６■に係るものの合計のみを記載

３．土地の利用目 的等に関する事項

単団の区分

□単独の届出

口一回の土地 （新規）

ロ一団の土地 （継続）

→前回の届出年１日

区域区分等奈８

□市ＩＪｉイヒＫ緘

口非線リ ｜き の都市計画区域

用途Ｊｉ域

□市街化調整区域

口都市計‾嘛宍匹

現在の土地利用の状況

ｎ計

地代※７
（年額・ Ｆ９）

ｎ計

※５ 売買 、売買予約、 譲渡社！保、 交換、代物弁済等をＥ載

※６ 共有の場合の み、 届ｍ にイ京るもの を記載

奈７ ｔ上権又 は賃借権の場合の み記載

利用 目的（用途、 工作物の規模等、 售該土地の利篦計画を虱能な限り詳細に記載）

一体的利夕日を図る一回の土地の総豕Ｘ積

㎡

（う ち、 今後追加で買いまめる予定の面積）

㎡
一一一一 ■■ ■■ ■■ 一回 回回 回回 回回 回回 回回 回回 回回 回回 回回 ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜Ｍ ａ■ ■■ ■－ ■－ 一眄 回㎜ ㎜㎜ ㎜㎜ ㎜四 回回 回回 回－ －Ｓ Ｓ■ ■■ ■■ ■胛 回回 回回 回回 回回 回回 ㎜－ －－

利鴇加えの変 ぞ　 口有　　 口無

※８ 市街化ＸＪ成八び非線莖きの握市計四し臚でｍそままが指定されている場合は篦滴奥減をＲ載

４。 上地 に存する 工作物等 に関する事項

有無　　　　種類・概ダ・規模・使用年数等
口有

口無

土地の権利と併せた工作物等の権利移転の有無
こ所有権　　 口賃借権　　 口信託受益権

口権利移転なし　 こその他

工作物等の解体予定

□予定あり　 □予定なし

費ｍ負担者

（　　　　　　　　）

工作物等の笂価の額（皿み）

Ｒ

５。その他参考となるべき事項（不勧告通祕害請求の有・無を記載すること）

（備 考） 新たな土地利篦に必要な個緊羝の手続状疣等

□都市計画也 こ農加法 口森秣伝 口その他
（手続状況等）

地方ぬ傴団体位用欄



レ往）１１

住所が海外の場合は、 ｍ［大ｊの連絡先を

別紙で提出して下さい。

匹］

届范の対象となる土地に関する権利の

移転等と併せて、 その土地に存する工

作物等について権利の移転等が行われ

る場合には、 工作物等の甄容（住宅・

杉林等の別、 延べ面積、構造、 樹種、

本数、権利の種別など）を記載して下

さい。（必要に応じて、「その他参考と

なるべき事項」の欄または別紙に記載

して下さ い。）

ぼ） ３１

「工作物等に関する対価の額等」の欄

には、消費税額（ｔ方消費税額を含み

ます。） に相 肖する額を含んだ額を記

載して下 さい。

［ル］

届出に係る土地に関する権利の移転ま

たは設定をする契約と一体とみなされ
Ｓ

る契約（土ｔに関する契約に付随しま

たは相当因果関係を有する と認められ

る支出を内容とする契約く例： 営業補

償、 移転料〉 。） を行つた場合には、そ

の契約の内容を届出書の「その他参考

となるべき事項」 の欄に記載して下さい。

－　－

ｌ　ｌ

～

｜

Ｗ
Ｅ入上の注意

「」１名 」の欄に は、 法人 にあ って は、 その も称およ び代表者

のＲさをＥ載する こと 。ま た、 権利な得者（譲・人） Ｒび契

約の相手方（譲渡人） どち らと も２入が必要です。

＠「土兎に関する事項」の甎の蜃鶚に対丿心 して、一乗の土丿七

ごと に記載するこ と。

＠「ｊ七 目」 の鶚には、Ｅ日、 畑、 ｔ」七、 は４林等のＩＺ５１１』に より Ｅ載す

るこ と。

ｅ「４１ １」 の６転等の穩、様」の鶚に は、 売買、交換等のｍ京因

の【Ｚ別によ り記載するこ と。

＠「土丿七のｉｌＪＦ目目 白り等に関する事：ｑｌｌ」の欄には、 Ｊ≡目き、規痕等

色該土地の利ＪＩ 目的をｉＥｉＴ能な限 り詳細にＥ載する こと。

＠「土丿七にきするエイヤ物等に関する事ＪＩ」 の欄には、土地に

関する権利の移転または設定と併せて権利の移転または

設定をする工作物等に回する事項その他をＥ載するこ と。

令和７年１０ Ｊ］ 発行

鬼＝｜ヒ ＲＩ Ｉ大ｌの土地１又 ｉ３ １のＪｉ　ｉｌ、詳 しいことのお問い合わせは、

鬼北！Ｉ役場　建設課　都市計画 一管ＥＥＩ係まで

（０８９５） ４５ －１ １１ １（ ｜メｉｌ 線） ２４ １１


